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2 n潟安第� 10192号

本成� 22年� 1Jj15S

北海滋知事殿�  

" 

動物用生物学的製剤検定基準の 部改正等について

薬毒事法(昭和� 35年法律第� 145号)第83条第1嘆の規定により読み替え

て滋期される同法第� 14条第� 1項の規定に基づき、新たにやク口スト� 2ジクム

.ボツジヌス感染症トキソイドを動物用生物学的製郊として製造販売するとと

について双認議れました。このことに伴い、� f動物用食物学約終約検定基準J(平

成� 14年� 10月3箆農寺本水産省告示第� 1568号〉及び� f動物熊医薬品の検定

手数料立をぴに試験主主及び出頼者の保存用品として抜き滋らせるべ合数量まを定め

る考察の件J(平成 17匁3月� 18S農林水産省令示第516与す)の…部が別紙� 

11えび別紙乏のとおり改正されましたので、索ffに綴え掻いて縦覧に供するよ

うお綴いします。� 

E長た、これらの改正に伴い「薬事法務係事務の取扱いについてJ(平成 12 

ぐ 年� 3Jj3 1日付け� 12畜A第� 729号農林水産省密議局災滋知)の…郊を別紙� 

3のどおり改正したので、御了知願います。
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新!日対照表{動物用生物学約製剤検定滋空襲)

改正後 務行
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医薬品各条
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刻表�  4 動物滞日正薬品司検定に関する議期処理軍期間 >>'1請を� 4 動物用医薬品の検定に闘する探準処理期間
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